
は い 。

非常勤だったらどうか と。吉井先生はどない言われま したか。

これは池島先生から連絡をお願い したんですが,最後までお返事いた

だけなかったです。承諾のお返事いただけなかつたです。

それに対 して返事がなかつたとい うことですか。回答について,こ うこうこ

うい う理由でそれは非常勤の講師になれないと,こ うい うようなことじゃな

いんですね。

はい,回答 自体がなかったとい うことです。

原告代理人

甲第 5号証ないし甲第 7号証を示す

先ほども見 られたかもしれませんけど,甲 5の 「特任教員任用資料」とあ り

まして,原告の名前があ りまして,甲 6,甲 7も 同じく原告作成のものです

けども,こ れを事務局か ら先生が受け取 られたとい うことですね。

(う なず く)

そこからカ リキュラム委員会に,授業担当計画を回 したとい う流れですか。

は しヽ 。

最初にこれを受け取 られた ときの印象 とい うのは, どういつたものですか。

印象って何で しょうか。

例えば,こ れを見たときに,問題があるんじゃないかと最初に思いましたか。

いえ,そのようなことは思いませんでした。

カ リキュラム委員会に回す前に,先生御 自身で一通 り目を通 されましたか。

目を通 しました。

その段階では問題あると思わなかつたんですね。

あるとは思わなかつたです。

その後,カ リキュラム委員会の報告を受けた とい うことですけれ ども,先ほ

どの池島先生か らのお話では,カ リキュラム委員会の総意 として,原告の授
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業担当計画が認め難いという話を報告したときに,井形先生は特に何もおつ

しゃらなかったというふうな話があったかと思うんですけれども,それは事

実ですか。

事実です。

なぜとか,疑間を持ったりとか,驚きとか,そ ういうものはなかったですか。

ございませんでした。

甲第 11号証を示す

先ほど,カ リキュラム検討委員会の総意 とい う部分を,原告の研究室に報告

しに行つた話がありま したけれ ども,そのときに,先ほど先生は,原告が ,

出せや と,出 したら通るとい うような話をしたとあったんですけれ ども。例

えば,甲 11の 48ページ上か ら9行 日の 「吉井」 と書いてるところで ,

「推薦委員会にだしていただいて、僕が何か欠落 してる要因があるかどうか

っちゅうのが明確になれば、その―、僕が認められへんだけの話やんか。」

と,そ うい う話があつた りとか,真ん中辺で,「吉井」,「 う―ん、つ らか

ろうが、その―、僕 としては、この大学で 10数年、一生懸命J,「大学 と

学生へのサービスをやってきたつもりやから、それに恥 じる行動はしていな

いつもりや しね、だか ら、それで落 とされるんだったら、落 とされるでいい

じゃないの。僕は別に恥 じることはしてない し、それは全 くいいですわ。」

とあるんですけど,こ の発言を見ると,先ほどの先生の発言 とちょつと矛盾

すると思 うんですけど。

矛盾 しません。

しませんか。

lま しヽ。

先ほどの先生の話では,原告は,出せば通ると言いました と,で も,こ この

記載は,出 して落ちるならそれでいいじゃないかとい う発言をしてると,ち

ょっと違いますよね。
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推薦委員会に出して落とされるならそれでいいと言つているんですね。

先生は,出せば通るんやと原告が言つたと話をされてましたなすど,通るつて

どういう意味ですか。

でも,落とされてもいいじゃないかということは通る場合も想定され

てるわけでしょう。これが正しいんであればですが。

答えになってないですよ。

いえ,それが正しいんであればですが,通るということも想定されて

ると,僕は理解しました。

言葉の議論をしても仕方ないんですけど, さつき先生がおっしゃつてた,原

告の出せば通るといつた発言は,通る可能性もあるというぐらいの意味合い

で原告が言つたということですか。

そうです。

通ると断言して言つた話じゃないんですね。

断言なんか,私, してませんが。断言は撤回します。断言はしてませ

ん。通るというふうにはおっしゃいました。

原告が通ると言つたんですか。

出せば1/hいやないか,出せやということをおっしゃいました。

出せや,だけだったら私も聞き流すつもりだったんですが,出せば通るんや

という話を原告が言つたと。

出せば通ると言いましたか, じや,間違いました。そこは間違いです。

そんなこと言つてないですね。

被告ら代理人

主語が分からないので,今の話は,原告が言つたかどうかということでの疑

間ですよ,先生。そこのところ,ちゃんと聞いてもらわないと。

原告代理人

先ほどの主尋間では,原告が,と にかく出せや と,出せば通ると言つたとい
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うふうに先ほど先生がおつしゃったと,原告の発言の紹介としてね。

出せばいいやん,と いうふうに言つたということです。

そういう意味ですね。

そうです,出せばいいやん,です。

原告が,ま るで提出すれば必ず通るような発言を,ずつと主張していたとい

う意味ではないんですね。

………そういう発言はしてません。

(以上 真鍋 佳代)

先生のほうが原告のほうに,原告の授業担当科目について,カ リキュラム

委員会として不要,若 しくは必要度が低いという結論になりましたという

話を持つていつたわけですけども,先ほど主尋間の中で, じや,代わりの

科目を,例 えば修正しませんかとか,ほかにどういう科目を持てますかと

か,そ ういう話はしていないということでしたよね。

は い 。

その理由として,言える雰囲気 じゃなかつたとい うことですか。

は い 。

じや, 日を改めて,も う一度行って,担当科目を変えたら計画立てれるかも

しれませんよと,御検討いただけませんかという話はしましたか。

してません。

しようと思わなかつたですか。         l

思わなかったです。

なぜですか。

その日は徳永委員長のところへ事前協議するということで結論が出て

ますんで。

その日じやなくて,そ の後の話。その場の雰囲気が言えることじやなかつた

んだったら, 日を改めたら,ま た言えるようになつたんじゃないですかとい
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うことです。

なかったです

言おうと思わなかつたんですか。

思える雰囲気でない状態が続いてました。

メールなんかでも送れませんでしたか。

メールを御覧になつていただけば,それ,送れる内容じゃございませ

ん。

雰囲気じゃないという言葉がちょつと分かりにくいんだけど,も う一度具体

的に,なぜ言えなかつたのかっていうのは,原告がかなり憤つてたというこ

とですか。

そう感じました。

でも,ひたすら辞退を求めるほうが余計,原告が怒るんじゃないですか。

代替案を出すほうが,よ り原告の特任教員に選ばれたいという希望があるん

だから,その可能性がある方向を一緒に探るほうが原告の気持ちが収まるん

じゃないですか。   :

気持ちが分からないです。

先生が辞退しろの一点張りだつたから,原告が怒ったんじゃないんですか。

一点張りではないです。

違うんですか。

違います。

先ほど主尋間では,そ ういう話だつたと思うんですけど,違いますか6

-点張りということではございません。

でも,辞退してくださいっていう話を最終的には,先生としては貫き通した

んですよね。

貫き通してません。それだと,徳永推薦委員長にも行けませんので。
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甲第 11号証の48ページ,最後から4行 日で,井形先生が,「ほんなら、

まあ、一回あげれるよう努力してみますので。」と書いてるんですけど,こ

のような発言はされたんですか。

あつたかどうか自信ありません。あつたかもしれません。

具体的に徳永学長に,原告の特任教員の申請を何とか推薦委員会に上げたい

と,上げれるようにという何か配慮は特別されましたか。

徳永委員長には状況を説明して,そのア ドバイスを求めたという形で

す。

だけですかね。

は い 。

原告の申請に対 して,推薦委員会が開かれるように何 らかの配慮をしたとい

うことはないんですね。

配慮って何で しょうか。

無事にその手続が進められ るように,計 らいをした とい うことはないんです

ね。

ですから,徳永学長に相談 したとい うのが配慮にな りますか。

徳永学長にはどのように説明 したんですか。

今申しま したいきさつです。吉井氏か らの特任 申請が出て,それ以降 ,

カ リキュラム委員会,それか ら吉井氏 との対応 とい う一連のことを相

談 しました。

どれ ぐらいの時間,説明 しましたか。

明確ではございませんが,副学長が同席 してた と思 うんですが, 15

分から30分程度 じゃなかったかと記憶 します。

その ときに,書類上の不備があるとい う説明をされたんですね。

説明はそのようにいた しました。

不備 とい う言葉の意味ですけど,書類が足 りない とか,記入漏れがあるとか ,
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そういう説明はしてないんですね。

そ、ういう説明はしてません。

じや,不備って何なのですかとぃぅふぅに,学長から質問はなかったですか。

つまり授業計画がカリキュラム検討委員会で,了解,承認できない内

容であるということです。

それを先生は書類上の不備という説明を加えてしたゎけですか。

加えてません。それを書類上の不備と我々は呼んでました。

学長に申請書類とか原告が作成した申請関係の書類を見せたりはしましたか。

見せてございません。

甲第 1号証を示す

第 9条の③ 「学部長は教務委員長および対象者と協議の上」とあるんですけ

ども,先生の見解,先ほど,こ の原告とのや り取りは協議をしたといぅふぅ

な考えなんですかね。

どこでしょぅか。

「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会

に提出する。」とありますけども,協議をしろと書いてるわけでしょう。

は い 。

先生は協議をしたんですかふ

はい,対象者 とは協議 しました。

原告 とですか。

|ま しヽ。

ただ,辞退 しろとしか言つていないのは,これ,協議 と言えるんですか。

その前の 9月 28日 の教授会で出された提出書類 を中心に,カ リキュ

ラム検討委員会で検討審議していただきたぃとぃぅことを教授会メン

バー全員の前で申しました。ですから,そのカリキュラム検討委員会

のメンバーの判断も,こ こでは協議に入ってると理解してます。
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そんな規定はここに書いてないで しょう。

書いてますか。

カ リキュラム委員会は書いてございません。

「対象者 と協議」 と書いてるんだけど,対象者 と協議 したんですか とい うこ

とに対する答えなんです よ。

はい,協議 しました。

それは先ほどのが協議 とおつしゃるんですか。

そ うです。

原告が,それでも辞退をしないと言い続けたわけで しょう。

そ うで しょうね。

違 うんですか。辞退すると言つたんですか。

言い続けたとい うのは毎 日何も連絡取つてませんので。

原告の要求は一貫 して変わらてなかつたんで しょう。

そ うい う意味では,そ うです。

それに対 して,こ のような規定もあるわけですか ら,申請できるようにしよ

うと,専任推薦委員会開けるようにしようとい う努力は何かなさいましたか。

はい。ですか ら,先ほど申しましたように,学長に事前に協議,行つ

たとい うのがその一つの方法でサ。

不備があるとい う報告をしてるんだから,原告 との間で不備がないような形

に,も う一度申請書類を直そ うとかい う話はされなかったんですか。

はい。ですか ら先ほど申しましたが, とてもそ うい う話ができる雰囲

気,取 りつ く島もない状況でございました。

カ リキュラム委員会の総意 として報告を受けたものに関 しては,先生もそれ

はごもつともだとい うふ うに同意,その当時はしたわけですか。

はい,そ うです。

そこに疑 FHEと かおかしいん じゃないかとい う考えはなかったんですか。

カ リキュラム委員会 つて, どこに
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ございませんでした。

先ほどの私か らの質問に,最初は甲 5号証ない し甲 7号証を見た ときに,特

段問題は感 じなかつたんだけど,カ リキュラム委員会か ら問題があると指摘

されて,特に疑間の余地もなく,ああ,そ うだ と思つたわけですか。

はい。予断を持って進 めるとまずい と思いま した。ですか ら,私が見

た感 じでは,ないかなと思って出したつもりで した。

甲第 14号証を示す

loページの真ん中ら辺に,山 田先生の質問があ りま して,「学部長」 と,

「はい」 と先生が答えて,「 あの、さつきあの書類上の不備で とい うことで

した。」 と,「その書類上の不備 とい う内容をちょっと説明 しておいていた

だけませんか。Jと い うことに対 して,これが 2012年 11月 16日 の教

授会の。

教授会の資料,こ んなもん出てるんですか。

初めて見ましたか。

これは認められてないんですか

提出された証拠見てないですか。

見てません。

一応 ,先生も被告だか ら,当事者なんですけど,あんま り証拠見てないです

オて1。

いや,こ れ,今具体的に,すみません, じゃ,ち ょっと見落 としたか

もしれませんが,はい,大丈夫です。

けっこう分厚いんですけど,あんま り聞いても。

ああ,結構です。

山田先生か ら書類上の不備 とい うことを説明 していただけませんか と質問が

あったのは覚えてますか。

はい,あったかもしれません。
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先生が一生懸命答えてるんだけど, 11ページの上から2行 日でも,「いや、

書類上の不備だから何か書類に不備があってというところなんだろうからと

聞いてるんですけどね」という項が上がってるんで,ち ょっとそれがまとも

に答えた答えが見当たらないんですけど

1/1や ,答えたつもりですよ。

一生懸命,先生のほうとして,原告の特任教員の申請を辞退させようとされ

てたように見れるんですけど。

いえ,そんなことしてません。

辞退させようとしてたじゃないですか。

いや,結果を受けて言つただけで,最初からじゃございません。

結果を受けても何でもいいですけど,辞退を勧めましたよね。

は しヽ 。

それの一番の理由は何ですか。

学部のカリキュラム委員会が認められないというのを,そ のままの形

で,ほかの委員会で審議はあり得ないと考えてましたからです。

カリキュラム委員会の科目のどうのこうのっていうのは,それは実質の話だ

から,後に教授会で議論したらいいとは思わなかったんですか。

カリキュラム委員会の, じゃ,意見に沿わないんだけれども,教授会

に出すということですか。

例えば,そ ういう話を選択したりしなかったですか。

いや,そんなん考えてませんでした。

カリキュラム委員会の判断は絶対なんですか。

絶対と思いません。

先生は職務上,学部長は授業計画を特任教員推薦委員会に提出すると規定さ

れているにもかかわらず,それを提出できるように,原告に対して科目の修

正しませんかとか,そ ういう働き掛けはすべきだとは思わなかったんですね。
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思いました。

何でや らなかつたの。

同じことです。吉井氏の場合,取 りつく島がなかったんです。

それだけが理由ですか。

は い 。

先生,学部長で しょう。

!ま しヽ。

役職上は原告より上の立場でしょう。

役職上はね。

原告に物言えないんですか。

いや,物は言つてます。言 うことを聞いて くれないんです。固執 され

るんです。

被告 ら代理人

甲第 14号証を示す

なぜ,こ れが出たのか とい うふ うな話なんだ lJ~ど ,こ の教授会の録音は各教

授が勝手にできるとLづ ような取扱いですか。

違います。

ということは,原告さんは勝手に黙って録音してたと,こ ういうことになり

ますか。

はい,そ ういうことになると思います。

甲第 1号証を示す

これも法的なことだから,ち ょっと問いてもどうかと思うんだけど,甲 1号

証の先ほどの「教務委員長および対象者と協議の上、授業計画を推薦委員会

に提出する。」ということだけど,考え方として,協議をしたけれども,推

薦委員会が受け付けてくれなかったという考え方と,協議そのものが成立し

ていないということで提出できないという両方の考え方があるんだけれども,
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